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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

第２ 事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に 第２ 事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に

関する措置の内容に関する事項 関する措置の内容に関する事項

１・２ （略） １・２ （略）

３ その他の雇用管理等に関する留意事項 ３ その他の雇用管理等に関する留意事項

⑴ 個別労働関係紛争の未然防止 ⑴ 個別労働関係紛争の未然防止

法に基づく労働契約法の特例の適用に当たっては、個別労 法に基づく労働契約法の特例の適用に当たっては、個別労

働関係紛争を未然に防止するため、特定有期雇用労働者に係 働関係紛争を未然に防止するため、特定有期雇用労働者に係

る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令（平成27年 る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令（平成27年

厚生労働省令第36号）の規定に基づき、事業主は、労働契約 厚生労働省令第36号）の規定に基づき、事業主は、労働契約

の締結・更新時に、①計画対象第一種特定有期雇用労働者に の締結・更新時に、①計画対象第一種特定有期雇用労働者に

対しては、特定有期業務の期間（最長10年）、計画対象第二 対しては、特定有期業務の期間（最長10年）、計画対象第二

種特定有期雇用労働者に対しては、定年後引き続いて雇用さ 種特定有期雇用労働者に対しては、定年後引き続いて雇用さ

れている期間、無期転換申込権は発生しないことを明示する れている期間、無期転換申込権は発生しないことを書面で明

とともに、②計画対象第一種特定有期雇用労働者に対しては 示するとともに、②計画対象第一種特定有期雇用労働者に対

、特例の対象となる業務の具体的な範囲も明示することが必 しては、特例の対象となる業務の具体的な範囲も書面で明示

要である。 することが必要である。また、その際は、モデル労働条件通

知書の活用を図ることが望ましい。

また、法の第一種計画（法第４条第１項に規定する第一種 また、法の第一種計画（法第４条第１項に規定する第一種

計画をいう。以下同じ。）又は第二種計画（法第６条第１項 計画をいう。以下同じ。）又は第二種計画（法第６条第１項

に規定する第二種計画をいう。⑵において同じ。）が認定さ に規定する第二種計画をいう。⑵において同じ。）が認定さ

れたことにより有期労働契約の期間中に無期転換申込権発生 れたことにより有期労働契約の期間中に無期転換申込権発生

までの期間が変更となる場合や、第一種計画に記載された特 までの期間が変更となる場合や、第一種計画に記載された特

定有期業務の完了の日が変更となることにより無期転換申込 定有期業務の完了の日が変更となることにより無期転換申込

権発生までの期間が変更となる場合には、速やかに特例の対 権発生までの期間が変更となる場合には、速やかに特例の対

象となる労働者にその旨を明示することが適当である。 象となる労働者にその旨を明示することが適当である。

事業主が計画対象第一種特定有期雇用労働者又は計画対象

第二種特定有期雇用労働者に対して労働条件を明示する際の
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方法は、特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五

条の特例を定める省令第１条第２項又は第２条第２項に規定

する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、同令第

１条第３項ただし書又は第２条第３項ただし書の規定に基づ

き、当該労働者が①ファクシミリを利用してする送信の方法

又は②電子メール等の送信の方法（当該労働者が当該電子メ

ール等の記録を出力することにより書面を作成することがで

きるものに限る。）のいずれかの方法によることを希望した

場合には、当該方法により明示することができる。

また、労働条件を明示する際は、モデル労働条件通知書の

活用を図ることが望ましい。

⑵ （略） ⑵ （略）


